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(57)【要約】
【課題】一対のカメラ部で撮影された右目用画像及び左
目用画像に基づいて３Ｄ表示を行う場合に、その表示部
を見ているままのユーザを適切に撮影できるようにする
。
【解決手段】テレビ電話の通信相手先から無線通信網（
ネットワーク）を介して受信した右目用画像及び左目用
画像に基づいて３Ｄ表示を行う表示部１４の略中心部を
通る左右横方向の直線上において、表示部１４の両側近
傍に一対のテレビ電話用のカメラＡ部１６、カメラＢ部
を左右対向して配設する。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対のカメラ部で撮影された右目用画像及び左目用画像に基づいて３Ｄ表示を行う表示
部を備えた端末装置であって、
　前記表示部の略中心部を通る左右横方向の直線上において該表示部の両側近傍に前記一
対のカメラ部を左右対向して配設する、
　ようにしたことを特徴とする端末装置。
【請求項２】
　テレビ電話の通信相手先からネットワークを介して受信した右目用画像及び左目用画像
を３Ｄ表示する表示部の略中心部を通る左右横方向の直線上において該表示部の両側近傍
に前記一対のテレビ電話用のカメラ部を左右対向して配設する、
　ようにしたことを特徴とする請求項１記載の端末装置。
【請求項３】
　前記表示部の向きとして正立状態か倒立状態かを検出する検出手段と、
　前記検出手段により表示部の向きが正立状態であることが検出された場合に、前記一対
のカメラ部で撮影された右目用画像及び左目用画像を前記通信相手先に３Ｄ表示用の画像
としてそのまま送信し、前記表示部の向きが倒立状態であることが検出された場合に、前
記一対のカメラ部で撮影された右目用画像及び左目用画像をその左右の関係を逆にし、か
つ上下縦方向に反転してから前記通信相手先に３Ｄ表示用の画像として送信する制御を行
う送信制御手段と、
　を更に備える、
　ようにしたことを特徴とする請求項１あるいは請求項２に記載の端末装置。
【請求項４】
　前記一対のカメラ部を１組目のカメラ部とし、別の一対のカメラ部を２組目のカメラ部
として更に備え、
　前記表示部の略中心部を通る左右横方向の直線上において該表示部の両側近傍に前記１
組目のカメラ部を左右対向して配設し、前記表示部の略中心部を通る上下縦方向の直線上
において該表示部の両側近傍に前記２組目のカメラ部を上下対向して配設する、
　前記検出手段は、縦横比の異なる前記表示部が縦長画面となる縦向き状態か横長画面と
なる横向き状態を更に検出し、
　前記送信制御手段は、前記検出手段により表示部が横向き状態であることが検出された
場合に、前記１組目のカメラ部を駆動対象として選択し、前記表示部が縦向き状態である
ことが検出された場合に前記２組目のカメラ部を駆動対象として選択する、
　ようにしたことを特徴とする請求項３記載の端末装置。
【請求項５】
　テレビ電話の通信相手先からネットワークを介して受信した右目用画像及び左目用画像
を前記表示部に３Ｄ表示させる場合に、前記検出手段により検出された前記表示部の向き
に応じて、前記右目用画像及び左目用画像をそのまま３Ｄ表示用の画像として表示させる
か、前記左目用画像及び左目用画像をその左右の関係を逆にして１８０度反転してから３
Ｄ表示用の画像として表示させるかを制御する表示制御手段を更に備える、
　ようにしたことを特徴とする請求項１～請求項４のいずれかに記載の端末装置。
【請求項６】
　コンピュータに対して、
　一対のカメラ部で撮影された右目用画像及び左目用画像に基づいて３Ｄ表示を行う表示
部の向きとして正立状態か倒立状態かを検出する機能と、
　前記表示部の向きが正立状態であることが検出された場合に、前記一対のカメラ部で撮
影された右目用画像及び左目用画像を前記通信相手先に３Ｄ表示用の画像としてそのまま
送信し、前記表示部の向きが倒立状態であることが検出された場合に、前記一対のカメラ
部で撮影された右目用画像及び左目用画像をその左右の関係を逆にし、かつ上下縦方向に
反転してから前記通信相手先に３Ｄ表示用の画像として送信する制御を行う機能と、
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　を実現させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一対のカメラ部で撮影された右目用画像及び左目用画像に基づいて３Ｄ表示
を行う表示部を備えた端末装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、テレビ電話付きの携帯電話機においてユーザは、画面に表示されている通信相
手の顔画像を見ながら会話するようにしているが、カメラ部が画面の近傍に位置していて
も、例えば、画面の角部寄りのように偏った位置に配設されていると、ユーザの視線がカ
メラ部の撮影方向に合わなくなり、その状態で撮影された顔画像が相手先に送られると、
画面を通して通信相手と目線を合わせることができず、会話時に違和感が生まれることが
ある。
【０００３】
　ところで、近年、左右の目の視差を利用した視差バリア方式によって画像を３Ｄ（３次
元）表示させる技術として、互いに少しずらした右目用の画像と左目用の画像をそれぞれ
用意して、それら２つの画像を同時に表示させる際に、右目用の画像は右目で見えて左目
では見えないようにし、左目用の画像は左目で見えて右目では見えないようにするために
光の経路を遮断する視差バリアを表示部の適切な位置に配置することによって画像を立体
的に見せるようにした技術が知られている。
【０００４】
　一方、３Ｄ画像（視差のある２つの被写体像）を撮影することができる３Ｄカメラ装置
（撮像装置）の開発が進んでいる。例えば、従来、表示部の左側に配設されているカメラ
部から出力される左目用画像を表示部に表示させると共に、表示部の右側に配設されてい
るカメラ部から出力される右目用画像を表示部に表示させることにより画像を立体的に見
せるようにした技術が知られている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－３１９０４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した先行技術にあっては、表示部の左右両側に１台ずつ配設したカ
メラ部により表示部を見ているユーザの顔を撮影することで、ユーザの顔画像を３Ｄ表示
させることができるが、表示部の左右横方向（左右方向）の両側に配設されているカメラ
部は、表示部の角部寄りの位置に偏って取り付けられているため、表示部の中心部を見て
いるユーザの視線がカメラ部の撮影方向から“ずれ”てしまい、例えば、伏せ目がちな顔
が撮影されてしまう。
【０００７】
　本発明の課題は、一対のカメラ部で撮影された右目用画像及び左目用画像に基づいて３
Ｄ表示を行う場合に、その表示部を見ているままのユーザを適切に撮影できるようにする
ことである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した課題を解決するために本発明の一つの態様は、
　一対のカメラ部で撮影された右目用画像及び左目用画像に基づいて３Ｄ表示を行う表示
部を備えた端末装置であって、
　前記表示部の略中心部を通る左右横方向の直線上において該表示部の両側近傍に前記一
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対のカメラ部を左右対向して配設する、
　ようにしたことを特徴とする端末装置。
【０００９】
　上述した課題を解決するために本発明の他の態様は、
　コンピュータに対して、
　一対のカメラ部で撮影された右目用画像及び左目用画像に基づいて３Ｄ表示を行う表示
部の向きとして正立状態か倒立状態かを検出する機能と、
　前記表示部の向きが正立状態であることが検出された場合に、前記一対のカメラ部で撮
影された右目用画像及び左目用画像を前記通信相手先に３Ｄ表示用の画像としてそのまま
送信し、前記表示部の向きが倒立状態であることが検出された場合に、前記一対のカメラ
部で撮影された右目用画像及び左目用画像をその左右の関係を逆にし、かつ上下縦方向に
反転してから前記通信相手先に３Ｄ表示用の画像として送信する制御を行う機能と、
　を実現させるためのプログラム。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、一対のカメラ部で撮影された右目用画像及び左目用画像に基づいて３
Ｄ表示を行う場合に、その表示部を見ているままのユーザを適切に撮影することができ、
実用性に富んだものとなる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】端末装置として適用した携帯電話機が利用可能な通信ネットワークシステムを示
したブロック図。
【図２】携帯電話機１の基本的な構成要素を示したブロック図。
【図３】表示部１４の横向き正立の状態を示した図。
【図４】表示部１４の横向き倒立の状態を示した図。
【図５】テレビ電話の着信検出時でのオフフック操作に応答して実行開始される動作を示
したフローチャート。
【図６】実施形態の変形例を説明するための図で、表示部１４の縦向き正立の状態を示し
た図。
【図７】実施形態の変形例を説明するための図で、表示部１４の縦向き倒立の状態を示し
た図。
【図８】実施形態の他の変形例を説明するための図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態について、図１～図５を参照して詳細に説明する。
　この実施形態は、端末装置として携帯電話機に適用した場合を例示したもので、図１は
、携帯電話機が利用可能な通信ネットワークシステムを示したブロック図である。
　携帯電話機１は、音声通話機能、３Ｄ（３次元）対応のテレビ電話機能、電子メール機
能、カメラ機能などを備え、最寄りの基地局２などを介して無線通信網（移動体通信網：
ネットワーク）３に接続されると、この無線通信網３を介して他の端末装置４（携帯電話
機や固定電話機など）に接続されて通信が可能な状態となる。
【００１３】
　３Ｄ対応のテレビ電話の利用時において携帯電話機１は、通信相手先である他の端末装
置に無線通信網３内のサーバ５を介して接続されると、ユーザを３Ｄ撮影した顔画像（左
目用画像及び右目用画像）を通信相手先に送信し、また、相手先側で撮影された顔画像（
左目用画像及び右目用画像）を受信して３Ｄ表示するようにしている。同様に、他の端末
装置４側においても３Ｄ撮影及び３Ｄ表示を行うようにしている。このように携帯電話機
１及び他の端末装置４には、視差のある被写体像（左目用画像及び右目用画像）を撮影す
る３Ｄカメラ機能と、この左目用画像及び右目用画像に基づいて３Ｄ表示を行う３Ｄ表示
機能が備えられている。
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【００１４】
　図２は、携帯電話機１の基本的な構成要素を示したブロック図である。
　制御部１１は、二次電池を備えた電池部（図示省略）からの電力供給によって動作し、
メモリ１２内の各種のプログラムに応じてこの携帯電話機１の全体動作を制御する中央演
算処理装置やメモリ（図示省略）などを有している。この記憶部１２には、図５に示した
動作手順に応じて本実施形態を実現するためのプログラムや各種のアプリケーションなど
が格納されているほか、それに必要とする情報などが記憶され、更に携帯電話機１が動作
するために必要となる各種の情報を一時的に記憶するワーク域を有している。
【００１５】
　通信部１３は、無線部、ベースバンド部、多重分離部などを備え、例えば、音声通話機
能、テレビ電話機能、電子メール機能などの動作時に、最寄りの基地局２との間でデータ
の送受信を行う。表示部１４は、例えば、高精細液晶を使用し、縦横比（アスペクト比、
例えば、縦４×横５）の異なる長方形を成し、例えば、文字情報、待受画像、テレビ電話
用の相手画像などを表示する。この表示部１４の表面には、３Ｄ表示用の視差バリア（図
示省略）を生成するための液晶の層が設けられている。操作部１５は、ダイヤル入力、文
字入力、コマンド入力などを入力するもので、制御部１１は、この操作部１５からの入力
操作信号に応じた処理を実行する。なお、表示部１４は、透明なタッチセンサ部（例えば
、人体接触を検出する静電容量方式の接触検出部）７を積層配設したタッチスクリーン構
成としてもよい。同様に操作部１５をタッチスクリーン構成としてもよい。
【００１６】
　一対のカメラＡ部１６、カメラＢ部１７は、テレビ電話用の撮像部を構成するもので、
図示省略したが、カメラレンズ部、撮像素子（例えば、ＣＣＤあるいはＣＭＯＳ）、画像
信号処理部、アナログ処理部、圧縮伸張部、各種センサ部などを有している。加速度セン
サ１８は、重力方向を検出するもので、制御部１１は、重力方向に対する表示部１４の向
きを筐体の姿勢として検出する。
【００１７】
　すなわち、縦横比（縦４×横５）の異なる表示部１４が横長画面となる横向き状態にお
いて、重力方向に対して反対の方向が筐体の上方向（表示部１４の上方向）として検出す
るようにしている。制御部１１は、この加速度センサ１８により検出された重力方向に対
する反対の方向（表示部１４の上方向）と予め決められている表示部１４の上方向（通常
方向）とが一致した状態を表示部１４が正立している状態であるとすると、この正立状態
から筐体（表示部１４）を上下縦方向に反転（略１８０°回転）させた状態を表示部１４
が倒立している状態であると判断する。
【００１８】
　図３及び図４は、携帯電話機１の外観図である。
　携帯電話機１は、表示部筐体と操作部筐体とを重ね合わせてスライド可能とした構成で
、図３は、表示部１４が横長画面となる横向き状態において、加速度センサ１８により検
出された表示部１４の上方向と通常方向とが一致する正立状態を示している。表示部１４
の両側中央部には、一対のテレビ電話用のカメラＡ部１６、カメラＢ部１７がそれぞれ配
設されている。すなわち、表示部１４の略中心部を通る左右横方向（左右方向）の直線Ｌ
１上において、表示部１４の両側近傍に一対のテレビ電話用のカメラＡ部１６、カメラＢ
部１７が対向配設されている。
【００１９】
　ここで、表示部１４を挟む左右両側のうち、カメラＡ部１６は図３の紙面に向かって右
側に配設され、カメラＢ部１７は図３の紙面に向かって左側に配設されている。なお、表
示部１４の略中心部とは、表示部１４の中心点を境にしてプラス方向（上方向）、マイナ
ス方向（下方向）に直線Ｌ１を所定距離分平行に移動した範囲内であり、表示部１４の表
示面からユーザまでの通常使用時における離間距離や表示部１４の縦横サイズにもよるが
、例えば、表示部１４の中心点から画面サイズの±５％範囲内である。
【００２０】
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　図４は、図３に示した筐体（表示部１４）を横向きにした状態において、筐体（表示部
１４）を略１８０°回転して正立状態から倒立状態に変更した場合を示している。この場
合においても一対のテレビ電話用のカメラＡ部１６、カメラＢ部１７は、表示部１４の両
側中央部にそれぞれ配設されている。すなわち、表示部１４の略中心部を通る左右横方向
（左右方向）の直線Ｌ１上において、表示部１４の両側近傍に一対のテレビ電話用のカメ
ラＡ部１６、カメラＢ部１７が左右対向して配設されている。ここで、表示部１４を挟む
左右両側のうち、カメラＡ部１６は図４の紙面に向かって左側に配設され、カメラＢ部１
７は図４の紙面に向かって右側に配設されている。
【００２１】
　次に、本実施形態における携帯電話機の動作概念を図５に示すフローチャートを参照し
て説明する。ここで、このフローチャートに記述されている各機能は、読み取り可能なプ
ログラムコードの形態で格納されており、このプログラムコードにしたがった動作が逐次
実行される。
　図５は、テレビ電話の着信検出時でのオフフック操作に応答して実行開始される動作を
示したフローチャートで、この図５のフローから抜けた際には、全体動作のメインフロー
（図示省略）に戻る。
【００２２】
　先ず、制御部１１は、テレビ電話の着信検出時に、通信可能状態とするオフフック操作
が行われると、テレビ電話開始処理を実行し、通話用マイクやスピーカ（図示省略）を駆
動させて通話可能な状態とすると共に、一対のカメラ部１６、１７を駆動させてテレビ電
話用の３Ｄ撮影を開始させる（ステップＡ１）。この状態において、加速度センサ１８か
ら検出結果を取得し（ステップＡ２）、加速度センサ１８により検出された重力方向に対
する表示部１４の上方向と予め決められている表示部１４の上方向（通常方向）とが一致
するかを調べる（ステップＡ３）。
【００２３】
　この場合、検出された上方向が通常方向と一致すれば（ステップＡ３でＹＥＳ）、表示
部１４が正立状態（図３）にあると判断する。この正立状態で表示部１４を見ているユー
ザの顔をカメラＡ部１６の位置から撮影した画像を左目用画像として取得すると共に（ス
テップＡ４）、カメラＢ部１７の位置から撮影した画像を右目用画像として取得する（ス
テップＡ５）。そして、この左目用画像及び右目用画像を、視差を持った３Ｄ用の画像と
してテレビ電話の相手先に対して送信する（ステップＡ６）。一方、その通信相手先から
３Ｄ用の画像を受信すると、この３Ｄ用の画像を表示部１４にそのまま３Ｄ表示させる（
ステップＡ７）。その後、ステップＡ８に移り、通信回線を遮断するオンフック操作が行
われたか、通信相手から通信回線が遮断されたかを調べ、通信回線が遮断されるまで、上
述のステップＡ２に戻り、以下、上述の動作を繰り返す。
【００２４】
　ここで、加速度センサ１８により検出された表示部１４の上方向と通常方向とが一致し
ないと判断されたときには（ステップＡ３でＮＯ）、表示部１４の向きが正立状態（図３
）から倒立状態に変更された場合であるからステップＡ１０に移り、この倒立状態におい
てカメラＡ部１６の位置から撮影した画像を上下縦方向に反転（略１８０°回転）して右
目用画像として取得する。更に、カメラＢ部１７の位置から撮影した画像を上下縦方向に
反転（略１８０°回転）して左目用画像として取得する（ステップＡ１１）。そして、こ
の左目用画像及び右目用画像を、視差を持った３Ｄ表示用の画像としてテレビ電話の相手
先に対して送信する（ステップＡ１２）。
【００２５】
　一方、その通信相手先から３Ｄ表示用の画像として、相手先から左目用画像及び右目用
画像を受信すると、その左右を逆にして上下縦方向に反転してから３Ｄ表示させる（ステ
ップＡ１３）。すなわち、受信した左目用画像を右目用画像として略１８０°回転し、ま
た、受信した右目用画像を左目用画像として１８０度回転してから３Ｄ表示させる。その
後、ステップＡ８に移り、通信回線が遮断されたかを調べる。いま、通信回線が遮断され
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たときには（ステップＡ８でＹＥＳ）、テレビ電話終了処理を実行し、通話用マイクやス
ピーカ（図示省略）を停止させて通話不可能な状態とすると共に、一対のカメラ部１６、
１７を停止させてテレビ電話用の３Ｄ撮影を終了させる（ステップＡ９）。その後、この
図５のフローから抜ける。
【００２６】
　以上のように、この実施形態においては、テレビ電話の通信相手先から無線通信網３を
介して受信した右目用画像及び左目用画像に基づいて３Ｄ表示を行う表示部１４の略中心
部を通る左右横方向の直線Ｌ１上において、表示部１４の両側近傍に一対のテレビ電話用
のカメラＡ部１６、カメラＢ部を左右対向して配設するようにしたので、カメラＡ部１６
、カメラＢ部１７は、表示部１４の両側中央部に位置するようになり、表示部１４内の相
手の顔画像を見ながらそのユーザの顔画像を撮影する場合に相手の目線に合った位置から
撮影することが可能となる。従って、伏せ目がちな顔が撮影されたり、目を吊り上げた顔
が撮影されてしまうことはなく、表示部１４を見ているままのユーザを適切に撮影するこ
とができ、相手と目線を合わせての会話が可能となる。
【００２７】
　制御部１１は、表示部１４の向きが正立状態であれば、カメラＡ部１６、カメラＢ部１
７で撮影された右目用画像及び左目用画像を通信相手先に３Ｄ表示用の画像としてそのま
ま送信し、表示部１４の向きが倒立状態であれば、カメラＡ部１６、カメラＢ部１７で撮
影された右目用画像及び左目用画像をその左右の関係を逆にし、かつ上下縦方向に反転（
略１８０度回転）してから通信相手先に３Ｄ表示用の画像として送信するようにしたので
、表示部１４を１８０度回転して上下を逆転させたとしてもカメラＡ部１６、カメラＢ部
１７と表示部１４の位置関係は変わらず、カメラＡ部１６、カメラＢ部１７は、表示部１
４の両側中央部に位置することになり、表示部１４を見ているままのユーザを適切に撮影
することができ、また、相手先に対しては正立した状態の画像を送信することができる。
【００２８】
　テレビ電話の通信相手先からネットワーク３を介して受信した右目用画像及び左目用画
を前記表示部に３Ｄ表示させる場合に、表示部１４の向きに応じて、右目用画像及び左目
用画像をそのまま３Ｄ表示用の画像として表示させるか、左目用画像及び左目用画像をそ
の左右を逆にして１８０度反転してから３Ｄ表示用の画像として表示させるようにしたの
で、表示部１４を倒立させた状態でも相手先の画像を正立した状態で表示させることがで
きる。
【００２９】
　なお、上述した実施形態においては、筐体（表示部１４）を横向きにした状態でカメラ
Ａ部１６、カメラＢ部１７を表示部１４の左右方向の両側中央部に配設するようにしたが
、筐体（表示部１４）を縦向きにした状態で表示部１４の左右方向の両側中央部に配設す
るようにしてもよい。図６は、縦横比（縦４×横５）の異なる表示部１４が縦長画面とな
る縦向き状態において、表示部１４の略中心部を通る左右横方向（左右方向）の直線Ｌ２
上における表示部１４の両側近傍にカメラＡ部１６、カメラＢ部１７を左右対向して配設
した場合である。ここで、表示部１４を挟む左右両側のうち、カメラＡ部１６は図６の紙
面に向かって右側に配設され、カメラＢ部１７１７は図６の紙面に向かって左側に配設さ
れる。
【００３０】
　図７は、図６に示した筐体（表示部１４）を横向きにした状態において、筐体（表示部
１４）を略１８０°回転して正立状態から倒立状態に変更した場合を示している。この場
合においても一対のテレビ電話用のカメラＡ部１６、カメラＢ部１７は、表示部１４の両
側中央部にそれぞれ配設されている。すなわち、表示部１４の略中心部を通る左右横方向
（左右方向）の直線Ｌ２上において、表示部１４の両側近傍に一対のテレビ電話用のカメ
ラＡ部１６、カメラＢ部１７が左右対向して配設されている。ここで、表示部１４を挟む
左右両側のうち、カメラＡ部１６は図７の紙面に向かって左側に配設され、カメラＢ部１
７は図７の紙面に向かって右側に配設される。
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【００３１】
　この場合、制御部１１は、上述した実施形態と同様に、表示部１４の向きが正立状態で
あれば、カメラＡ部１６、カメラＢ部１７で撮影された右目用画像及び左目用画像を通信
相手先に３Ｄ表示用の画像としてそのまま送信し、表示部１４の向きが倒立状態であれば
、カメラＡ部１６、カメラＢ部１７で撮影された右目用画像及び左目用画像をその左右の
関係を逆にし、かつ上下縦方向に反転（略１８０度回転）してから通信相手先に３Ｄ表示
用の画像として送信するようにすればよい。
【００３２】
　更に、筐体（表示部１４）を横向きにした状態でカメラＡ部１６、カメラＢ部１７を表
示部１４の左右方向の両側中央部に配設するほか、筐体（表示部１４）を縦向きにした状
態で表示部１４の左右方向の両側中央部に配設するようにしてもよい。すなわち、図８に
示すように、１組目のカメラ部１６ａ、カメラＢ部１７ａのほか、２組目のカメラ部１６
ｂ、カメラＢ部１７ｂを備え、表示部１４が横長画面となる横向き状態において、表示部
１４の略中心部を通る左右横方向の直線Ｌ１上において表示部１４の両側近傍に１組目の
カメラ部１６ａ、カメラＢ部１７ａを左右対向して配設し、表示部１４の略中心部を通る
上下縦方向の直線Ｌ２上において表示部１４の両側近傍に２組目のカメラ部１６ｂ、カメ
ラＢ部１７ｂを上下対向して配設するようにしてもよい。
【００３３】
　この場合、制御部１１は、表示部１４が横向き状態であれば、１組目のカメラ部１６ａ
、カメラＢ部１７ａを駆動対象として選択し、表示部１４が縦向き状態であれば、２組目
のカメラ部１６ｂ、カメラＢ部１７ｂを駆動対象として選択すればよい。そして、表示部
１４が横向きで正立状態か倒立状態か、表示部１４が縦向きで正立状態か倒立状態かに応
じて、左目用画像及び左目用画像をそのまま相手先に送信したり、その左右の関係を逆に
し、かつ上下縦方向に反転（略１８０度回転）してから相手先に送信したりすればよい。
このように１組目のカメラ部１６ａ、カメラＢ部１７ａのほかに、２組目のカメラ部１６
ｂ、カメラＢ部１７ｂを表示部１４の両側中央部に配設することにより表示部１４をどの
ような向きにしたとしてもユーザを適切に撮影することができる。
【００３４】
　また、上述した実施形態においては、加速度センサ１８を使用して表示部１４の向きを
検出するようにしたが、加速度センサに限らず、傾斜センサなどを使用するようにしても
よい。
【００３５】
　上述した実施形態においては、テレビ電話に適用した場合を例示したが、テレビ電話に
限らず、ユーザの顔画像を表示部１４に３Ｄ表示する場合でも同様に適用可能である。
【００３６】
　また、上述した実施形態においては、端末装置として携帯電話機に適用した場合を示し
たが、デジタルカメラ（コンパクトカメラ）、カメラ付きのＰＤＡ、音楽プレイヤーなど
であってもよい。また、携帯端末装置に限らず、据え置きタイプのテレビやパーソナルコ
ンピュータなどであってもよい。
【００３７】
　その他、上述した実施形態において示した“装置”や“部”とは、機能別に複数の筐体
に分離されていてもよく、単一の筐体に限らない。また、上述したフローチャートに記述
した各ステップは、時系列的な処理に限らず、複数のステップを並列的に処理したり、別
個独立して処理したりするようにしてもよい。
【００３８】
　以下、本発明の諸態様を付記としてまとめて記載する。
【００３９】
（付記１）
　一対のカメラ部で撮影された右目用画像及び左目用画像に基づいて３Ｄ表示を行う表示
部を備えた端末装置であって、
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　前記表示部の略中心部を通る左右横方向の直線上において該表示部の両側近傍に前記一
対のカメラ部を左右対向して配設する、
　ようにしたことを特徴とする端末装置。
　付記１によれば、表示部の略中心部を通る左右横方向の直線上において該表示部の両側
近傍に一対のカメラ部を左右対向して配設するようにしたので、一対のカメラ部が表示部
の両側中央部に位置するようになり、表示部を見ているままのユーザを極自然に撮影する
ことが可能となる。
【００４０】
（付記２）
　テレビ電話の通信相手先からネットワークを介して受信した右目用画像及び左目用画像
を３Ｄ表示する表示部の略中心部を通る左右横方向の直線上において該表示部の両側近傍
に前記一対のテレビ電話用のカメラ部を左右対向して配設する、
　ようにしたことを特徴とする付記１記載の端末装置。
　付記２によれば、テレビ電話の通信相手先からネットワークを介して受信した右目用画
像及び左目用画像を３Ｄ表示するようにしたので、表示部内の相手の顔画像を見ながらそ
のユーザの顔画像を撮影する場合に相手の目線に合った位置から撮影することが可能とな
る。
【００４１】
（付記３）
　前記表示部の向きとして正立状態か倒立状態かを検出する検出手段と、
　前記検出手段により表示部の向きが正立状態であることが検出された場合に、前記一対
のカメラ部で撮影された右目用画像及び左目用画像を前記通信相手先に３Ｄ表示用の画像
としてそのまま送信し、前記表示部の向きが倒立状態であることが検出された場合に、前
記一対のカメラ部で撮影された右目用画像及び左目用画像をその左右の関係を逆にし、か
つ上下縦方向に反転してから前記通信相手先に３Ｄ表示用の画像として送信する制御を行
う送信制御手段と、
　を更に備える、
　ようにしたことを特徴とする付記１あるいは付記２に記載の端末装置。
　付記３によれば、表示部の向きが倒立状態であれば、一対のカメラ部で撮影された右目
用画像及び左目用画像をその左右の関係を逆にし、かつ上下縦方向に反転してから通信相
手先に３Ｄ表示用の画像として送信するようにしたので、表示部を倒立させた状態でも相
手先の画像を正立した状態で表示させることができる。
【００４２】
（付記４）
　前記一対のカメラ部を１組目のカメラ部とし、別の一対のカメラ部を２組目のカメラ部
として更に備え、
　前記表示部の略中心部を通る左右横方向の直線上において該表示部の両側近傍に前記１
組目のカメラ部を左右対向して配設し、前記表示部の略中心部を通る上下縦方向の直線上
において該表示部の両側近傍に前記２組目のカメラ部を上下対向して配設する、
　前記検出手段は、縦横比の異なる前記表示部が縦長画面となる縦向き状態か横長画面と
なる横向き状態を更に検出し、
　前記送信制御手段は、前記検出手段により表示部が横向き状態であることが検出された
場合に、前記１組目のカメラ部を駆動対象として選択し、前記表示部が縦向き状態である
ことが検出された場合に前記２組目のカメラ部を駆動対象として選択する、
　ようにしたことを特徴とする付記３記載の端末装置。
　付記４によれば、表示部が横向き状態であれば１組目のカメラ部を駆動対象として選択
し、表示部が縦向き状態であれば、２組目のカメラ部を駆動対象として選択するようにし
たので、表示部をどのような向きにしたとしてもユーザを極自然に撮影することができる
。
【００４３】
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　テレビ電話の通信相手先からネットワークを介して受信した右目用画像及び左目用画像
を前記表示部に３Ｄ表示させる場合に、前記検出手段により検出された前記表示部の向き
に応じて、前記右目用画像及び左目用画像をそのまま３Ｄ表示用の画像として表示させる
か、前記左目用画像及び左目用画像をその左右の関係を逆にして１８０度反転してから３
Ｄ表示用の画像として表示させるかを制御する表示制御手段を更に備える、
　ようにしたことを特徴とする付記１～付記４のいずれかに記載の端末装置。
　付記５によれば、テレビ電話の相手先から受信した右目用画像及び左目用画像を３Ｄ表
示させる場合に、表示部の向きに応じて、左目用画像及び左目用画像をその左右の関係を
逆にして１８０度反転してから３Ｄ表示用の画像として表示させるようにしたので、表示
部を倒立させた状態でも相手先の画像を正立した状態で表示させることができる。
【００４４】
（付記６）
　コンピュータに対して、
　一対のカメラ部で撮影された右目用画像及び左目用画像に基づいて３Ｄ表示を行う表示
部の向きとして正立状態か倒立状態かを検出する機能と、
　前記表示部の向きが正立状態であることが検出された場合に、前記一対のカメラ部で撮
影された右目用画像及び左目用画像を前記通信相手先に３Ｄ表示用の画像としてそのまま
送信し、前記表示部の向きが倒立状態であることが検出された場合に、前記一対のカメラ
部で撮影された右目用画像及び左目用画像をその左右の関係を逆にし、かつ上下縦方向に
反転してから前記通信相手先に３Ｄ表示用の画像として送信する制御を行う機能と、
　を実現させるためのプログラム。
　付記６によれば、付記１と同様に一対のカメラ部が表示部の両側中央部に位置するよう
になり、表示部を見ているままのユーザを極自然に撮影することが可能となるほか、付記
１の機能をソフトウェア（プログラム）の形で提供することができる。
【符号の説明】
【００４５】
　１　携帯電話機
　２　最寄りの基地局
　３　無線通信網
　４　他の端末装置
　１１　制御部
　１２　メモリ
　１３　通信部
　１４　表示部
　１５　操作部
　１６、１６ａ、１６ｂ　カメラＡ部
　１７、１７ａ、１７ｂ　カメラＢ部
　１８　加速度センサ
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